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議案第 ３ 号 

 

野田市青少年補導員の委嘱について 

 

 野田市青少年センター設置及び管理に関する条例（昭和５８年野田市条例第

１号）第７条の規定により、次の者を野田市青少年補導員に委嘱する。 

 

令和元年５月２９日提出 

 

              野田市教育委員会教育長 佐 藤  裕   

 

氏   名 備   考 

平井
ひ ら い

 優
ゆう

太郎
た ろ う

 清 水 台 小 

齋藤
さいとう

 啓助
けいすけ

 清 水 台 小 

木村
き む ら

 欽一
きんいち

 清 水 台 小 

野嶋
の じ ま

 瑛
えい

介
すけ

 柳 沢 小 

成松
なりまつ

 亮
りょう

太
た

 柳 沢 小 

本田
ほ ん だ

 英雄
ひ で お

 柳 沢 小 

松
まつ

﨑
ざき

 靖
やす

英
ひで

 第 一 中 

田中
た な か

 千鶴
ち づ る

 第 一 中 

飛島
とびしま

 さなえ 第 一 中 

髙
たか

畠
ばたけ

 敦史
あ つ し

 清 水 高 

中嶋
なかじま

 雄樹
ゆ う き

 清 水 高 

渡邉
わたなべ

 ちあき 清 水 高 

大滝
おおたき

 幸
こう

吾
ご

 相 談 員 
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氏   名 備   考 

米田
よ ね だ

 創
はじめ

 中 央 小 

中村
なかむら

 英樹
ひ で き

 中 央 小 

よし

川
かわ

 康
やす

博
ひろ

 中 央 小 

張替
はりがえ

 武道
たけみち

 宮 崎 小 

髙
たか

井
い

 成子
し げ こ

 宮 崎 小 

豊倉
とよくら

 慶子
け い こ

 宮 崎 小 

杉本
すぎもと

 健太郎
けんたろう

 第 二 中 

東田
ひがしだ

 和子
か ず こ

 第 二 中 

倉持
くらもち

 和巳
か ず み

 第 二 中 

平澤
ひらさわ

 由美子
ゆ み こ

 あ ず さ 第 一 高 

西田
に し だ

 隼人
は や と

 野 田 鎌 田 学 園 

市川
いちかわ

 哲也
て つ や

 野 田 鎌 田 学 園 

金野
こ ん の

 康
やす

規
のり

 相 談 員 

寺田
て ら だ

 勝弘
かつひろ

 東 部 小 

石川
いしかわ

 正己
ま さ み

 東 部 小 

植竹
うえたけ

 隆裕
たかひろ

 東 部 小 

寺島
てらじま

 慶人
け い と

 東 部 中 

佐藤
さ と う

 信
のぶ

江
え

 東 部 中 

小林
こばやし

 巌
いわお

 東 部 中 
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氏   名 備   考 

石島
いしじま

 茂
しげる

 相 談 員 

岩渕
いわぶち

 明
あきら

 南 部 小 

山口
やまぐち

 勉司
か つ じ

 南 部 小 

西山
にしやま

 翔
しょう

馬
ま

 南 部 小 

森岡
もりおか

 哲夫
て つ お

 山 崎 小 

佐々木
さ さ き

 美佳
み か

 山 崎 小 

髙
たか

橋
はし

 真紀
ま き

 山 崎 小 

大塚
おおつか

 康弘
やすひろ

 み ず き 小 

朽名
く つ な

 正樹
ま さ き

 み ず き 小 

田口
た ぐ ち

 英機
ひ で き

 み ず き 小 

岩瀬
い わ せ

 仁
ひとし

 南 部 中 

橋本
はしもと

 みゆき 南 部 中 

大塚
おおつか

 啓二
け い じ

 南 部 中 

柴田
し ば た

 万
ま

砂
さ

美
み

 相 談 員 

田代
た し ろ

 幸之
こ う の

輔
すけ

 北 部 小 

八代
や し ろ

 充
みつる

 北 部 小 

角田
つ の だ

 行男
ゆ き お

 北 部 小 

松本
まつもと

 真由美
ま ゆ み

 岩 木 小 

藤村
ふじむら

 崇
たかし

 岩 木 小 
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氏   名 備   考 

佐藤
さ と う

 裕
ゆう

太
た

 岩 木 小 

中澤
なかざわ

 正貴
ま さ き

 七 光 台 小 

張替
はりかえ

 敏弘
としひろ

 七 光 台 小 

関根
せ き ね

 弘幸
ひろゆき

 七 光 台 小 

鈴木
す ず き

 明憲
あきのり

 北 部 中 

田中
た な か

 敬二
け い じ

 北 部 中 

花田
は な だ

 良子
りょうこ

 北 部 中 

加瀬
か せ

 明
あきら

 岩 名 中 

末
すえ

益
ます

  洋
ひろし

 岩 名 中 

加藤
か と う

 重雄
し げ お

 岩 名 中 

村越
むらこし

 一輝
か ず き

 野 田 中 央 高 校 

千葉
ち ば

 文美
あ や み

 野 田 中 央 高 校 

蛭間
ひ る ま

 健太
け ん た

 野 田 中 央 高 校 

諏訪
す わ

 徹也
て つ や

 相 談 員 

佐々木
さ さ き

 美香
み か

 川 間 小 

山縣
やまがた

 和恵
か ず え

 川 間 小 

永村
ながむら

 賢一
けんいち

 川 間 小 

寺田
て ら だ

 明浩
あきひろ

 尾 崎 小 

麻生
あ そ う

 和恵
か ず え

 尾 崎 小 
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氏   名 備   考 

小川
お が わ

 香奈
か な

 尾 崎 小 

西山
にしやま

 隆
たかし

 川 間 中 

矢澤
や ざ わ

 忠
ただ

幸
ゆき

 川 間 中 

山崎
やまざき

 勝
まさる

 川 間 中 

山口
やまぐち

 純
あつし

 西 武 台 高 

横張
よこばり

 政
まさ

典
のり

 西 武 台 高 

渡邊
わたなべ

 洋吉
ようきち

 西 武 台 高 

飯塚
いいづか

 健一
けんいち

 相 談 員 

川上
かわかみ

 智
とも

弘
ひろ

 福 田 一 小 

中村
なかむら

 大
だい

 福 田 一 小 

志田
し だ

 隆浩
たかひろ

 福 田 一 小 

宇田川
う だ が わ

 千代美
ち よ み

 福 田 二 小 

冨山
とみやま

 ゆかり 福 田 二 小 

ウィルデン 明子
あ き こ

 福 田 二 小 

中田
な か た

 智洋
ともひろ

 二 ツ 塚 小 

瀨
せ

田
た

 由香
ゆ か

 二 ツ 塚 小 

川崎
かわさき

 裕子
ゆ う こ

 二 ツ 塚 小 

石田
い し だ

 将史
ま さ し

 福 田 中 

今村
いまむら

 琴
こと

美
み

 福 田 中 
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氏   名 備   考 

大竹
おおたけ

  めぐみ 福 田 中 

小島
こ じ ま

 克己
か つ み

 相 談 員 

山田
や ま だ

 由
ゆ

香里
か り

 木 間 ケ 瀬 小 

嶋田
し ま だ

 和美
か ず み

 木 間 ケ 瀬 小 

安武
やすたけ

 亨
とおる

 木 間 ケ 瀬 小 

神田
か ん だ

 隆
たか

弘
ひろ

 木 間 ケ 瀬 中 

北村
きたむら

 真理子
ま り こ

 木 間 ケ 瀬 中 

船越
ふなこし

 直人
な お と

 木 間 ケ 瀬 中 

鈴木
す ず き

 康生
や す お

 関 宿 中 央 小 

加本
か も と

 美香
み か

 関 宿 中 央 小 

荒井
あ ら い

 貴大
たかひろ

 関 宿 中 央 小 

小柳
こやなぎ

 政
まさ

博
ひろ

 関 宿 高 

王
おう

 振
しん

洪
よう

 関 宿 高 

小川
お が わ

 清彦
きよひこ

 関 宿 高 

増田
ま す だ

 武士
た け し

 相 談 員 

江澤
え ざ わ

 裕
ひろ

聡
あき

 二 川 小 

大西
おおにし

 一雄
か ず お

 二 川 小 

髙
たか

木
ぎ

 勝
まさる

 二 川 小 

千野
ち の

 一恵
か ず え

 二 川 中 
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氏   名 備   考 

石渡
いしわたり

 佐和子
さ わ こ

 二 川 中 

濱田
は ま た

 俊
しゅん

 二 川 中 

今泉
いまいずみ

 誠
せい

佑
すけ

 関 宿 小 

田中
た な か

 聡
さとる

 関 宿 小 

大熊
おおくま

 聡子
さ と こ

 関 宿 中 

佐藤
さ と う

 清美
き よ み

 関 宿 中 

松川
まつかわ

 恵美
え み

 関 宿 中 

大野
お お の

 寛師
ひ ろ し

 相 談 員 

竹内
たけうち

 建一
けんいち

 相 談 員 

令和 元年 ６月 １日付委嘱 

令和 ３年 ５月３１日満 了 
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提案理由 

 青少年補導員の任期満了に伴い、新たに委嘱しようとするものである。 
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○野田市青少年センター設置及び管理に関する条例（抜粋） 

 (青少年補導員) 

第 7条 青少年センターの業務を推進するため、青少年補導員(以下「補導員」

という。)を置き、教育委員会が委嘱する。 

2 補導員の定数は、130人以内とする。 

3 補導員の任期は、2 年とする。ただし、補欠の補導員の任期は、前任者の残

任期間とする。 

4 補導員は、再任されることができる。 

 

 

○野田市青少年センター管理規則（抜粋） 

(青少年補導員) 

第 2 条 条例第 7 条に規定する青少年補導員は、次に掲げる者のうちから委嘱

する。 

(1) 小中学校及び高等学校の教職員 

(2) 青少年相談員 

(3) PTA関係者 

(4) 関係行政機関の職員 

(5) 民間有識者 

2 青少年補導員の服務に関し必要な事項は、教育長が別に定める。 
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